


第１号様式（第８条第１項）
公印刷込承認申請書
年　　月　　日　
　　（申請先）
申請者（主管課長）所属　　　　　　　　　　　
補職名　　　　　　　　　　　
　　公印の刷込みについて、次のとおり申請します。
	文書の名称
	　

	根拠規則等
	第　　号　　様式

	刷 込 公 印 の
名 称 及 び 寸 法
	名 称：
寸 法：方　　mm

	印刷色（印影）
	□　朱色
□　その他(　　　　色)
	　(理由) ＊朱色以外の場合

	印刷部数
	　　　部

	使用期間
	年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで　　

	様式の寸法
	□　Ａ４判縦
□　その他
(　　　　　　　)　
	　(理由)＊A4判縦以外の場合

	使用課等
	課


（注意）必要事項を記入の上、印刷する文書案及び根拠となる規則等の写しを添付して、印刷発注の都度申請してください。
　　　　　　
第２号様式の１（第８条第１項）
公印刷込承認書
年　　月　　日　
　　（承認先）
承認者（公印管理者）所属　　　　　　　　　　　
補職名　　　　　　　　　　　
　　　　年　月　日申請のありました公印の刷込みについて、次のとおり承認します。
	文書の名称
	　

	根拠規則等
	第　　号　　様式

	刷 込 公 印 の
名 称 及 び 寸 法
	名 称：
寸 法：方　　mm

	印刷色（印影）
	□　朱色
□　その他(　　　　色)
	　(理由)＊朱色以外の場合

	印刷部数
	部

	使用期間
	年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで　　

	刷込公印印影票
	別紙のとおり

	承認条件
	１　契約依頼の際、必ずこの承認書を添付してください。
２　契約の内容と承認した印刷物の内容を相違させないでください。
３　承認した印影を必ず刷り込んでください。
４　承認した印影を別の用途に使用し、又は使用させないでください。
５　印影印刷物受納後、印刷原版（印影部分）及び刷込公印印影票を、速やかに総務部総務課に返却してください。
６　使用担当課は、公印刷込文書処理簿（公立大学法人横浜市立大学公印規程第４号様式）又は定例決裁簿等の帳簿を備え、使用状況を明らかにしておいてください。


（Ａ４）
第２号様式の２（第８条第１項）

刷　込　公　印　印　影　票

	承認印影
（印刷原稿）
	

	特約事項
	この印刷に当たっては、次の各事項を遵守してください。
１　この「刷込公印印影票」の承認印影欄の印影を必ず刷り込んでください。また、この印影をこの印刷以外には絶対に使用しないでください。
２　この「刷込公印印影票」を、この印刷に関する印刷物の最初の納品を行うときに、必ず印刷発注課へ返却してください。
３　この印刷により作成された印刷原版は、すべて公立大学法人横浜市立大学に帰属するものとします。そのため、その印刷物の最後の納入を行うときに、印刷原版（印影部分のみ）を印刷発注課へ返却してください。
　　なお、印刷原版とは、版下、フィルム、刷版等をいいます。

	印刷発注課
	部　　　　　課

	
	担当者　　　　　　　　　　　　　電話番号

	印刷者
	所在地
	

	
	名称
	

	
	返却日
	　　　年　　　月　　　日




第３号様式（第９条第２項）
電子計算機記録印影使用承認申請書
年　　月　　日　
　　（申請先）
申請者（主管課長）所属　　　　　　　　　　　
補職名　　　　　　　　　　　
　　　電子計算機に記録した公印の印影を打ち出して文書を作成したいので、次のとおり申請します。
	電子計算機に記録する
公印の名称
	

	業務主管課
	

	年間作成枚数
	

	使用開始年月日
	

	機器の名称
	

	業務の名称
	

	業務の内容
	

	理由
	

	印影等の管理方法
（管理者の設置、電子計算機及び端末機の操作管理、不当なアクセス防止のシステム機能整備、出力帳票等の管理等）
	

	印影を打ち出す帳票名
	


（Ａ４）
第４号様式の１（第９条第２項）
電子計算機記録印影使用承認書
年　　月　　日　
　　（承認先）
承認者（公印管理者）所属　　　　　　　　　　　
補職名　　　　　　　　　　　
　　　　　　年　　月　　日申請のありました電子計算機に記録した公印の印影を打ち出して文書を作成することについて、次のとおり承認します。
	電子計算機に記録する
公印の名称
	

	業務主管課
	

	年間作成枚数
	

	使用開始年月日
	

	機器の名称
	

	業務の名称
	

	業務の内容
	

	理由
	

	印影等の管理方法
（管理者の設置、電子計算機及び端末機の操作管理、不当なアクセス防止のシステム機能整備、出力帳票等の管理等）
	

	印影を打ち出す帳票名
	



（備考）承認者は、承認条件について別途添付すること。
（Ａ４）


第４号様式の２（第９条第２項）

電　子　計　算　機　記　録　印　影　票

	承認印影
	

	承認条件
	１　承認した印影を必ず使用して文書を作成し、印影の寸法は変えないでください。
２　この印影を別の用途に使用したり、使用させたりしないでください。
３　印影票は、電子計算機への印影を記録後、速やかに総務部総務課に返却してください。
４　この印影を使用し、文書を作成する必要がなくなったときは、この印影を電子計算機の記憶装置から消去し、その旨を承認者に届け出てください。
５　この印影の管理者は、出力帳票及び文書の施行が適正に行われるよう、その管理に万全を期してください。
６　業務主管課長及びこの印影の管理者は、この印影を記録した機器からの記録内容の流出防止を図るとともに、機器操作の際不正使用がないよう、厳重な管理を行ってください。
７　この印影の電子計算機への記録等を業者に行わせる場合は、上記の条件のうち、業者に遵守させる事項を特約事項として契約に加えてください。

	主管課
	部　　　　　課

	
	　担当者　　　　　　　　　　　　電話　

	業者
	所在地
	

	
	名称
	

	
	返却日
	　　　年　　　月　　　日





第５号様式（第９条第６項）
電子計算機記録印影使用廃止届出書
年　　月　　日　
　　(届出先)
届出者(主管課長)所属　　　　　　　　　　
補職名　　　　　　　　　　
　　電子計算機に記録した公印の印影を打ち出して文書を作成する必要がなくなったので、次のとおり届け出ます。
	業務の名称
	　

	業務主管課
	　

	電子計算機に記録した公印の名称
	　

	使用開始年月日
	　

	廃止年月日
	　

	理由
	　

	電子計算機に記録していた印影
	　



（Ａ４）



